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報告者の簡単な自己紹介 
 専門： タイ政治史、外交史、アジア太平洋の国際関係、
タイを中心とする東南アジアの地方分権比較 

 ２０００年にJICA（国際協力機構）の専門家としてタイ内務

省地方行政局に派遣、タイ地方自治能力向上プロジェク
トのマスター・プラン作成に関不。以後、後続のプロジェク
ト(自治体間協力推進）でも短期専門家として関不 

 ２００６年にアジア経済研究所の研究プロジェクトで、タイ
の自治体の首長・助役を対象にサーヴェイ調査実施 

 現在、科学研究費基盤研究A(海外学術）で、インドネシ
ア、フィリピン、タイの３カ国でのサーヴェイ調査実施 
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国家体制と地方自治 
 インドネシア、フィリピン、タイ:  単一国家。議会制民主主義体
制(1940s-50s, ) → 開発体制(1960s-1980s) → 民主化
（1990s-現在） 

 マレーシア: 連邦国家。建国以来、UMNO（統一マレーシア国
民党）による一党優位の権威主義体制。地方自治は州政府の
み。アジア通貨危機後、いくつかの州で野党政権誕生。 

 シンガポール： 1965年以来、人民行動党による一党優位の
権威主義体制。都市国家ゆえ、自治制度はない。 

 カンボジア： カンボジア紛争終結（1991年）後、立憲民主主義
体制作り。現実はカンボジア人民党による権威主義体制。 

 ラオス、ベトナム： 社会主義体制。ラオスでも地方分権が進
んでいるとされるが、正確には行政的分権(分散）。 
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地方分権（インドネシア、フィリピン、タイ、
マレーシアの4カ国） 
 現状で地方分権が最も進んでいるのはインドネシア。もっ
とも進んでいないのがマレーシア（但し、連邦制）。 

 地方分権推進： 冷戦終結前後の権威主義体制崩壊に
伴い、民主化とともに地方分権推進。 

 分権の政治的目的： 中央集権的な権威主義体制の再
来を防ぎ、民主主義の学校を実現させるため。 

 国際組織（UNDP、アジア開発銀行、世界銀行など）や

外国援助機関の関心： 財政分権による都市農村格差
の解決、住民からのニーズを開発政策に反映させるため
の行政の効率と効果を期待（あまり成果なし）。 

4 



地方制度の概要（インドネシア、フィリ
ピン、タイ） 

インドネシア フィリピン タイ 

人口 約2億2800万人 
（2008年推計） 

8857万4614人 
（2007年8月1日推計） 

6572万人 
（2007年6月末推計） 

自治体の
レベル数 

2層制 ３層制 ２層制 

自治体の
層と数 

州（３３ヵ所）
[2008年時点] 

州（８０ヵ所） 
高度都市化市/独立構成
市 

県自治体（７6カ所) 

県（３７５ヵ所） 
市（９０ヵ所） 

構成市（１３７ヵ所） 
町（１４９７ヵ所） 

テーサバーン（２０８２カ
所）、タムボン自治体（５６
９３カ所） 

村（*） バランガイ（４万２０２３ヵ所） － 

その他 ジャカルタ特別
州（１層制） 

ムスリム・ミンダナオ自治区 特別自治体（バンコク都、
パッタヤー特別市） 
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地方自治制度の概要（ インドネシア、
フィリピン、タイ） 

インドネシア フィリピン タイ 

地方分
権の契
機 

１９９８年スハルト政
権崩壊。国家統合を
維持するため、大胆
な地方分権を２００１
年実施 

１９８６年エドサ革命で
マルコス政権を倒し
たアキノ政権の看板
政策。１９９１年地方
政府法 

１９９２年以降地方分権が重
要なイシューに。１９９７年タ
イ王国憲法で初めて国家の
基本政策として位置付け。
１９９９年地方分権推進法 

権限・義
務 

広域自治体、基礎
自治体とも包括的
（但し、警察は国）。 

保健と社会保障が自
治体に。教育と警察
は以前として国。 

道路・橋梁などインフラ整備
と生業推進が主。教育・保
健もほとんど分権されず。 

首長の
選出 

２００４年以来、二元
代表制 

１９９１年以来、二元
代表制 

２００３年末以降、二元代表
制（特別自治体を除く） 

地方歳
出比率 

約３割強 約２割 約２割５分 

財政調
整制度 

財政フォーミュラ（２０
０４年法律第３５号） 

財政フォーミュラ（１９
９１年地方政府法） 

地方分権委員会で毎年決
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地方制度の特徴（インドネシア、フィリ
ピン、タイ） 

インドネシア フィリピン タイ 

地方分
権の特
徴 

世界銀行からBig 
Banアプローチと称さ

れるほど大胆な分権
化。「国家統合の維
持のための地方分
権」。 

マルコス権威主義体制
の再来防止。首長は３
期連続当選まで。開発
評議会やバランガイの
重視 

漸進的アプローチ。２０００
年に地方分権計画（第１
次）を策定し、権限移譲、
人の移譲、財政分権実
施（バンコク都除く）。 

地方分
権・地
方自治
の問題 

 ２００４年に入って
から再中央集権化。 

 自治体の分裂・増
殖に歯止めが効かな
い。 
 汚職の蔓延。 

 住民参加が謳われ
ているが。実施していな
い自治体も少なくない。 

 保健医療予算の丌
足により病院を中央政
府に返還するところも。 

 自治体の受け皿能力
強化を十分に考えること
なく、学校や保健所の移
譲を計画し頓挫。 

 人の移譲はほとんど
進まず。 

その他
の課題 

三層目に位置する村
が中途半端。 

官僚組織の能力底上げ。 中央政府の出先である
県や郡がきわめて強い。 
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タイ内務省による地方支配 
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タイ地方自治体別職員・雇員数 
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大都市制度の概況（タイ、インドネシア、
フィリピン） 
 バンコク都（タイ）： 人口は約600万人。1985年バンコク
都行政組織法により設置。もともとは1971年にバンコク県、

トンブリー県、バンコク市、トンブリー市が合併して出来た。
都知事は当初は任命制で、1986年から直接選挙に基づ

く。区議会も設置されており、区議会議員がいるが、区長
は都知事による任命。区は現在５０にのぼる。 

 ジャカルタ特別州： 人口約900万人。５つの市が設置さ
れており、さらにその下に町がある（但し、町長は任命）。 

 マニラ： 基礎自治体しか存在しない。マニラ首都圏開
発公社は大統領が任命。主に都市計画とインフラ整備。 
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大都市制度と圏域における広域調整 
 インドネシアのジャボベタベクジュール： 共同の事務局組織
はあるが、開発計画策定段階でお互いに参考にする程度。共
同で事業を行うという段階に至っていない。洪水問題や交通
渋滞の問題は深刻だが、解決にはほど遠い。 

 cf. ｼﾞｮｸｼﾞｬｶﾙﾀのカルタマントゥル： 共同業務に着手。 

 バンコク都： バンコク都の権限・業務はかなり大きいが、首都
圏の交通網の整備などは、事実上国（運輸通信省、首都高速
道路公団など）が管轄。自治体間協力の枠組みも存在しない。 

 フィリピン： 自治体間協力の枠組みは存在せず、中央政府の
一機関であるマニラ首都圏開発公社も財源と調整権限がな
い。首都圏内のインフラ整備という点では、東南アジア主要４
カ国内でもっとも貧弱。 
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大都市に特有の政策はあるのか？（タイ） 
 税制の優遇措置は、自治体には権限がない（ほとんどが
国税）。また、外国資本に対する税制上の優遇措置は、
総理府のもとに置かれている投資委員会が決定する。 

 バンコクを除き、そもそも自治体に産業政策面の権限が
移譲されていない。 

 工業団地設置などもそもそも自治体の管轄になく、中央
政府直轄事項である（工業省）。 
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大都市制度を説明変数にどこまで
経済成長を説明できるのか？ 
 東南アジア諸国の経済発展は、基本的には海外からの直接
投資に基づく部分が大。 

 重要な要素として、投資条件、労働力の質、法整備、インフラ
の充実度（特に、大都市圏の交通システムと産業立地から港
湾までのインフラ整備）など。 

 東南アジア諸国の場合、いわゆる「開発の時代」は民主主義
が抑圧されていた権威主義体制のもとだった。当時は国家主
導でインフラ整備がなされており、現在もその傾向が強い。 

 しかし、消極的な意味においては、大都市制度のあり方が経
済成長のインフラに悪影響を及ぼすということは言えるのでは
ないか？（人の移動、住宅政策、道路交通網の整備など） 
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